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告

示

山
口
県
告
示
第
百
九
十
四
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
六
月
十
五
日
ま

で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
山
口
市
環
境
部
環
境
衛
生
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

日
本
果
実
工
業
株
式
会
社

住

所

山
口
市
仁
保
下
郷
一
七
七
一
番
地

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

日
本
果
実
工
業
株
式
会
社
山
口
工
場

所
在
地

山
口
市
仁
保
下
郷
一
七
七
一
番
地

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

一
〇－

イ

二
〇
、
〇
〇
〇
（
ℓ
)
平
成
二
九
、

六
、
一
六
平
成
二
九
、

八
、
一
七
平
成
二
九
、

八
、
一
八
断

続
二
四
時
間
変
動
な
し

一
〇－

イ

（
二
基
)

二
五
、
〇
〇
〇
（
ℓ
)
〃

〃

〃

〃

九
時
間
〃

〃

一
二
、
〇
〇
〇
（
ℓ
)
〃

〃

〃

〃

五
時
間
〃

一
〇－

イ

四
、
〇
〇
〇
（
ℓ
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

九
時
間
〃

〃

五
〇
〇
（
ℓ
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
、
五
〇
〇
（
ℓ
)
〃

平
成
二
九
、

六
、
一
六
平
成
二
九
、

六
、
一
六
〃

〃

〃

〃

二
、
〇
〇
〇
（
ℓ
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
、
〇
〇
〇
（
ℓ
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
〇－

イ

（
二
基
)

一
五
、
〇
〇
〇
（
ℓ
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
〇－

ニ

（
二
基
)

一
〇

（
㎥
／
時
)
〃

〃

〃

〃

五
時
間
〃

一
〇－
ニ

（
八
基
)

一
八

（
㎥
／
時
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
〇－

ニ

四
〇

（
㎥
／
時
)
〃

〃

〃

〃

〃

〃

備
考

「
一
〇－

イ
」
及
び
「
一
〇－

ニ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八

一
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十
八
号
）
別
表
第
一
第
十
号
の
飲
料
製
造
業
の
用
に
供
す
る
原
料
処
理
施
設
及
び
ろ
過
施
設
を
い
う
。

㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

一
〇－

イ

七

五～九

三
五
〇

六
〇
〇

二
〇

四
〇

八
〇

一
〇
〇

二
〇

三
〇

一
六
・
五

二
〇

一
〇－

イ

（
二
基
)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
八

二
四

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
六

二
〇

一
〇－

イ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
〇

一
二
・
五

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
・
五

一

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四

五

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

八

一
〇

一
〇－

イ

（
二
基
)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
八

三
六

一
〇－

ニ

（
二
基
)

〃

〃

六
五
〇

九
〇
〇

〃

三
〇

〇
・
一

〇
・
五

〇
・
〇
二

〇
・
〇
五

八

一
〇

一
〇－

ニ

（
八
基
)

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
二

四
〇

一
〇－

ニ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四

五

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

二

山 口 県 報 （定期） 第 2863 号平成29年５月26日 金曜日

…



四

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

能

力

(㎥
／
日
)

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動
の

概

要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完
成
予
定

年

月

日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

排
水
処
理
施
設

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製

五
、
〇
〇
〇

ろ
過
・
生
物
処

理
・
凝
集
沈
殿

連

続

二

四

時

間

変

動

な

し

（
既

設
）

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

大
腸
菌
群
数

(個
／
㎤
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

排
水
処
理
施
設

処
理
前

七

五

～

九
一
、〇
五
〇
一
、三
〇
〇

一
六
〇

二
六
〇

一
、
〇
〇
〇

一
〇

二
〇

三

五
三
、
九
九
九
・
一
四
、
九
二
七
・
六

処
理
後

〃

六
～

八

二
一

二
五

二
〇

三
五

一
〇
〇

二
三

二
五

〃

四
〃

〃

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

大
腸
菌
群
数

(個
／
㎤
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

七

六

～

八

一
九

二
五

二
〇

三
五

一
〇
〇

一
四

一
五

二

四
七
、
二
六
五
・
九
九
、
一
五
〇
・
七

No．2

排

水

口

〃

〃

一
〇

一
五

五

一
〇

一
〇

二

三

一

二

五
〇

一
〇
〇

No．3

排

水

口

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

三
〇

五
〇

山
口
県
告
示
第
百
九
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

山
陽
小
野
田
市
大
字
小
野
田
字
高
尾
一
一
三
一
の
一

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

長
門
市
日
置
上
字
西
ケ
浴
一
一
〇
二
六
の
二
四

三
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二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅公

告

（
一
六
五
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六

日
か
ら
同
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
下
松
市
経
済
部
産
業
観
光

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー
ラ
下
松
望
町
店

所
在
地

下
松
市
望
町
四
丁
目
一
四
〇
の
五

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー
ラ
山
口
株
式

会
社

周
南
市
新
地
一
丁
目
六
番
一
号

ト
部

治
久

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名
氏
名
又
は
名
称

住

所

代
表
者
の
氏
名

ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー
ラ
山
口
株
式

会
社

周
南
市
新
地
一
丁
目
六
番
一
号

ト
部

治
久

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
三
十
年
一
月
十
一
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
三
九
八
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
収
容
台
数

三
九
台

㈡

駐
輪
場
の
収
容
台
数

六
台

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

四
八
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

一
二
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

氏

名

又

は

名

称

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

ト
ヨ
タ
カ
ロ
ー
ラ
山
口
株
式
会
社

午
前
八
時

午
後
九
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

三
箇
所

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
十
日

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
規
程
第
四
号

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日

山
口
県
公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程

山
口
県
公
安
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
元
年
山
口
県
公
安
委

員
会
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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別
表
第
一
中
九
十
二
の
表
を
九
十
四
の
表
と
し
、
六
の
表
か
ら
九
十
一
の
表
ま
で
を
二
表
ず
つ
繰
り

下
げ
、
五
の
表
の
次
に
次
の
二
表
を
加
え
る
。

⚖
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
26年
法
律
第
68号
）

根
拠

条
項

事
務

の
内

容

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

11条
第
２
項

総
代
の
互
選
の
命
令

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

13条
第
１
項

利
害
関
係
人
の
参
加
の
許
可

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

13条
第
２
項

利
害
関
係
人
に
対
す
る
参
加
の
要
求

第
15条
第
３
項

審
査
請
求
人
の
地
位
を
承
継
し
た
旨
の
届
出
の
受
理

第
15条
第
６
項

審
査
請
求
人
の
地
位
の
承
継
の
許
可

第
21条
第
２
項

処
分
庁
等
を
経
由
し
た
審
査
請
求
書
等
の
受
理

第
22条
第
１
項
・
第
２
項

誤
っ
た
教
示
に
よ
り
さ
れ
た
審
査
請
求
に
係
る
審
査
請
求
書
の

送
付
及
び
審
査
請
求
人
へ
の
通
知

第
22条
第
３
項

誤
っ
た
教
示
に
よ
り
さ
れ
た
再
調
査
の
請
求
に
係
る
再
調
査
の

請
求
書
又
は
再
調
査
の
請
求
録
取
書
の
送
付
及
び
再
調
査
の
請

求
人
へ
の
通
知

第
23条

審
査
請
求
書
の
補
正
の
命
令

第
25条
第
４
項

緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
の
執
行
停
止

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

29条
第
１
項

審
査
請
求
書
又
は
審
査
請
求
録
取
書
の
写
し
の
送
付

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

29条
第
２
項

弁
明
書
の
提
出
の
要
求

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

29条
第
５
項

弁
明
書
の
送
付

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

30条
第
３
項

反
論
書
又
は
意
見
書
の
送
付

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

31条
第
１
項

口
頭
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
第
31条
第
２
項

口
頭
意
見
陳
述
の
期
日
等
の
指
定

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

31条
第
３
項

補
佐
人
と
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
に
係
る
許
可

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

31条
第
４
項

口
頭
意
見
陳
述
の
制
限

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

31条
第
５
項

質
問
の
許
可

第
32条
第
２
項

処
分
の
理
由
と
な
る
事
実
を
証
す
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提

出

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

32条
第
３
項

証
拠
書
類
等
を
提
出
す
べ
き
期
間
の
設
定

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

33条
物
件
の
提
出
の
要
求

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

34条
参
考
人
の
陳
述
又
は
鑑
定
の
要
求

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

35条
第
１
項

検
証
の
実
施

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

35条
第
２
項

検
証
の
日
時
等
の
通
知

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

36条
審
理
関
係
人
へ
の
質
問

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

37条
第
１
項
・
第
２
項

審
理
関
係
人
か
ら
の
意
見
の
聴
取

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

37条
第
３
項

審
理
手
続
の
期
日
等
及
び
審
理
手
続
の
終
結
の
予
定
時
期
の
決

定
並
び
に
通
知

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

38条
第
２
項

提
出
書
類
等
の
提
出
人
か
ら
の
意
見
の
聴
取

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

38条
第
３
項

提
出
書
類
等
の
閲
覧
の
日
時
等
の
指
定
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第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

39条
審
理
手
続
の
併
合
又
は
分
離

第
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第

41条
第
３
項

審
理
手
続
を
終
結
し
た
旨
の
通
知

第
51条
第
２
項

裁
決
の
送
達

第
51条
第
４
項

裁
決
書
の
謄
本
の
送
付

第
53条

証
拠
書
類
等
の
返
還

第
82条
第
１
項
・
第
２
項

不
服
申
立
て
を
す
べ
き
行
政
庁
等
の
教
示

第
83条
第
３
項

不
服
申
立
書
の
送
付

第
84条

情
報
の
提
供

第
85条

処
理
状
況
の
公
表

⚗
山
口
県
公
安
委
員
会
に
対
す
る
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
28年

山
口
県
公
安
委
員
会
規
則

第
⚔
号
）

根
拠

条
項

事
務

の
内

容

第
５
条
第
２
項

総
代
が
選
任
又
は
解
任
さ
れ
た
旨
の
通
知

第
６
条
第
１
項

参
加
の
許
可
を
し
た
旨
又
は
し
な
い
旨
の
通
知

第
６
条
第
３
項

新
た
に
参
加
人
と
な
っ
た
旨
又
は
参
加
を
取
り
下
げ
た
旨
の
通

知

第
８
条

執
行
停
止
を
し
た
旨
又
は
し
な
い
旨
の
通
知

第
９
条

執
行
停
止
を
取
り
消
し
た
旨
の
通
知

第
10条
第
１
項

審
査
請
求
の
取
下
げ
が
あ
っ
た
旨
の
通
知

第
10条
第
２
項

〔
準
用
〕

第
17条
第
４
項

証
拠
書
類
等
及
び
物
件
の
返
還

第
12条

反
論
書
又
は
意
見
書
を
提
出
す
べ
き
期
間
の
通
知

第
13条
第
２
項

〔
準
用
〕

第
19条
第
３
項

第
21条
第
３
項

第
22条
第
３
項

口
頭
意
見
陳
述
録
取
書
の
作
成

第
14条

補
佐
人
と
と
も
に
出
頭
す
る
こ
と
に
係
る
許
可
を
し
た
旨
又
は

し
な
い
旨
の
通
知

第
15条

証
拠
書
類
等
を
提
出
す
べ
き
期
間
の
通
知

第
16条
第
１
項

〔
準
用
〕

第
19条
第
３
項

第
20条
第
４
項

第
21条
第
３
項

物
件
の
提
出
を
求
め
る
旨
又
は
求
め
な
い
旨
の
通
知

第
17条
第
１
項

提
出
物
目
録
の
作
成

第
17条
第
２
項

提
出
物
目
録
の
写
し
の
交
付

第
17条
第
３
項

証
拠
書
類
等
又
は
物
件
の
返
還

第
18条

証
拠
書
類
等
又
は
物
件
の
提
出
を
受
け
た
旨
の
通
知

第
19条
第
１
項

参
考
人
の
陳
述
若
し
く
は
鑑
定
を
求
め
る
旨
又
は
求
め
な
い
旨

の
通
知

第
20条
第
１
項

検
証
を
す
る
旨
又
は
し
な
い
旨
の
通
知

第
20条
第
３
項

検
証
調
書
の
作
成

第
21条
第
１
項

質
問
を
す
る
旨
又
は
し
な
い
旨
の
通
知

第
21条
第
２
項

質
問
の
期
日
等
の
通
知

第
22条
第
１
項

意
見
の
聴
取
の
期
日
等
の
通
知

第
24条

審
理
手
続
の
併
合
又
は
分
離
の
通
知

第
26条

公
示
の
方
法
に
よ
る
送
達
を
し
た
旨
の
通
知

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
六
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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